


2022年度　教職支援センター年次活動報告

1 ．教職支援センターの概要

　本学では，「教員になる」という強い意志をもつ学生を育成し，質の高い教員をより多く社会に輩出する
ため，2011年度より教務部教務課（現：教育・学生支援部教務課）のもとに「教職支援センター」を開設し，
教職に関する相談体制，指導体制を整備・強化し，教員採用の実績向上を目指してきた。
　性格的には教務課の機能の内，教職支援に特化したセンターとして位置づけられるが，2018年度からは既
存の教員採用試験対策支援に加え，本学の教職課程充実のための各種施策における中心的な役割を果たし，
また地域における学校現場の問題解決に寄与することを目的として組織強化を行っており，教職支援セン
ター長（本学教員・常駐しない）を置くとともに，特定教授（本学教員）を常駐させて学生指導も行ってい
る。

⑴　業務内容
　教職支援センターでは，将来，幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において教職を目指す
学生に対して，教職に関する相談業務，進路にかかる指導業務，各種支援講座等の企画・開催に特化した次
の業務を所掌する。
①教職課程における指導（教育実習指導，介護等体験指導，教職実践演習を含む）
②地域貢献（免許状更新講習，現職教員の研修，教員育成協議会，学校ボランティア等）
③教職課程の自己点検・評価（FD/SD，業務・研究成果の公表等）　
④教員採用試験対策指導（筆記試験・面接試験対策の各種講座の実施等）
⑤教員採用に関する情報並びに資料の収集と提供
⑥教員採用求人及び教員採用状況の紹介（情報は進路・就職課より提供）

⑵　運営体制
①教職支援センターには特定教授（専任） 3名，事務職員等を配置し，各学科・専攻の教職担当教員や教
職カウンセラーとの連携の中で学生に対する教職支援を行う。

②特定教授は，実務家教員として学校現場や教育委員会等の経験を活かして，教職課程科目の担当のほか，
教育実習・介護等体験の事前・事後指導や学生の進路相談に関する助言・指導等を行い，全学的な教職
課程の指導的役割を担う。

③教職カウンセラーは，教職関連進路，教員採用試験対策講座等に関する企画を行う他，教員採用全般に
かかる学生からの相談に対して助言・指導を行う。

④教職支援センターは，各学科・専攻の教職担当教員と連携する。また，求人情報や採用情報等の集約業
務を担当する進路・就職課と有機的に連携を図りながら運営する。
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2 ．2022年度の活動概要

〈 4月中旬～ 7月〉
　・特定教授・教職カウンセラーによる教員採用試験受験者への個別指導の実施
　・小論文に特化した有料講座の実施
〈 8月～ 9月〉
　・特定教授・教職カウンセラーによる教員採用試験受験者への個別指導の実施
〈10月～翌 1月〉
　・特定教授・教職カウンセラーによる教職応援セミナー（ 3回生対象）の実施
〈11月～翌 3月〉
　・筆記試験対策・小論文に特化した有料講座の実施
〈12月～翌 3月〉
　・「教員採用試験合格者メッセージ」のオンデマンド配信開始

　その他，年間を通じて，学生の個別相談・指導，学生ボランティアの紹介，各自治体教育委員会担当者を
招いての教員採用試験説明会，私立学校教員採用試験セミナーを開催。

2022年度開催分　公立学校教員採用試験説明会及び「教師塾」説明会開催状況

教育委員会名
4回生対象（前期） 3回生対象（後期） 「教師塾」説明会

開催日 参加人数 開催日 参加人数 開催日 参加人数

京都府教育委員会 4月26日 18 11月24日 23

京都市教育委員会 4月25日 19 11月18日 30 6 月13日 24

大阪府教育委員会 4月 7日 13 1 月16日 11

大阪市教育委員会 4月14日 12 12月19日 10

大阪府豊能地区教育委員会 4月18日 1 11月25日 1

堺市教育委員会 4月12日 18 12月16日 0

滋賀県教育委員会 12月20日 9 7 月11日 5

横浜市教育委員会 5月12日 2 12月12日 5

川崎市教育委員会 4月20日 0 12月 9 日 1

相模原市教育委員会 5月17日 1 12月22日 0

千葉県・千葉市教育委員会 4月28日 0 ※1

浜松市教育委員会 12月13日 4

石川県教育委員会 5月11日 2 12月 1 日 6

岡山市教育委員会 4月27日 7 11月14日 2

合計 93 102 29
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「教職支援センター研究紀要」投稿規程

1 ．目的
　京都女子大学教職支援センター（以下，「教職支援センター」という。）は，教職課程に関する研究成果
の公表を目的として「教職支援センター研究紀要」（以下，「本紀要」という。）を発行する。

2 ．刊行頻度
　本紀要は，原則として年 1回刊行する。

3 ．編集委員会
　本紀要の編集委員会は，教職支援センター運営委員より選出した委員をもってこれを構成し，編集委員
長は教職支援センター長がこれを兼ねる。
2　編集委員は，教職支援センター長が指名する。
3　本紀要の発行に必要な事項については，申し合わせ事項として編集委員会で定める。

4 ．投稿資格
　本紀要の投稿者は，単著の場合は本学の専任教員または非常勤教員でなければならない。共著論文の場
合は，本学の専任教員が共著者に含まれていること。なお，編集委員会が認めた場合（依頼原稿を含む。）
は，この限りではない。

5 ．投稿原稿
　本紀要が受領する原稿の種類は以下の通りとし，書式は（ 4）を除き著者が属する研究分野における標
準的な方式に従うものとする。なお，投稿者は以下のどの区分での掲載を希望するかを，投稿申請時に明
記すること。
⑴　論　　文：教職課程及び学校教育に関する独創性・新規性のある理論的あるいは実証的研究
⑵　研究ノート： 教職課程及び学校教育に関する萌芽的あるいは暫定的な考察（有用性のある情報や研究

データの提供を含む。）
⑶　実践報告：教職課程及び学校教育における授業実践や教材・教具の開発等に関する報告
⑷　そ の 他： 教職支援センター及び各学部等の活動報告，教職課程に関する研究会・研修会・講演会等

の報告，学生活動記録等

6 ．審査
　⑴論文及び⑵研究ノート，⑶実践報告の投稿者は，原稿提出に先立ち，同一もしくは関連領域を専門と
する研究者の内容確認を経ることとする。
　編集委員会は，受領原稿を審査のうえ，紀要掲載の採否及び掲載区分を決定する。

7 ．不正行為の禁止
　編集委員会からの依頼原稿を除き，他誌に掲載された原稿や投稿中のものは受領しない。また剽窃・盗
用の疑いがある場合は，文部科学省が定めた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン」等を参考の上，編集委員会で対処する。

8 ．校正
　著者による校正は再校までとする。

9 ．著作権
　掲載された論文等の内容についての責任は著者が負うものとする。また，その著作権は著者に属し，編
集出版権は教職支援センターに属する。

（2018年9月18日　制定）
最近改正　2021年10月26日
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10．情報公開
　本紀要に掲載する論文等は，原則として「京都女子大学学術情報リポジトリ」で公開する。

11．規程の取扱い
　本規程の取扱いは，教職支援センター運営委員会が行う。

　附則
　この規程は，2018年 9 月18日から施行する。

　附則
　この規程は，2020年 7 月27日から施行する。

　附則
　この規程は，2021年10月26日から施行する。

以　上
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編集後記
　第 5号となった教職支援センター研究紀要には，論文 7本，実践報告 3本，研究ノート 8本，その他 2本
の投稿がありました。今年度は教職課程認定をひかえていたため多くの投稿があり，特に，非常勤講師の先
生からも積極的にご執筆いただきました。また，学部・学科の枠を越えた共同研究や，大学教員と現職教員
との共同研究の成果もあり，結果として，教職に関わる多様な分野からの研究・実践が掲載できたことを喜
ばしく思います。今後の教職課程の授業に活かされ，よりよい教員養成に資することを願っています。
　今，日本の教育は大きな転換期を迎えています。教育のDX化に向け，一人一台のタブレット端末の活用
に関する課題が山積しており，新しい時代を担う教員に求められる ICT 活用指導力の育成は，教職課程に
不可欠なポリシーとなっています。そこで，教育における ICT 活用に関する研究成果を，積極的にご投稿
いただけますよう，お願い申し上げます。
　ご寄稿くださった先生方，さらに，編集の労をおとりくださった編集委員の先生方，ありがとうございま
した。最後になりましたが，編集の仕事を一手に引き受けてくださった教職支援センター事務員の園城麻央
さんに心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

教職支援センター研究紀要編集委員長　坂井武司

編集委員長	 坂井　武司（教育学科教育学専攻）
編 集 委 員	 村井　尚子（教育学科教育学専攻）

古池　若葉（児童学科）
森　　久佳（教育学科教育学専攻）
福島知津子（英文学科）

教職支援センタースタッフ
　　　　　　椋本　久雄　　教職支援センター特定教授
　　　　　　天野　聖子　　教職支援センター特定教授
　　　　　　落合　幸子　　教職支援センター特定教授
　　　　　　園城　麻央　　教職支援センター事務員
　　　　　　野久保実紗　　教職支援センター事務員






